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（ 総 務 課 ）

広島県警察文書管理システム運用要領について（ 通達）

広島県警察文書管理システム（ 以下「 システム」 と いう 。 ） については、広島県警察文

書管理システム運用要領について（ 令和４年２月24日付け警察本部長通達。以下「 旧通達」
と いう 。 ） により 運用していると ころであるが、 この度、簿冊管理機能の改修等に伴い、

同運用要領を別紙のと おり 改正し、令和５年８月30日から施行すること と したので、誤り
のないよう にされたい。

なお、旧通達は、令和５年８月29日をもっ て廃止する。

【 主な改正点】

１ 登録簿冊について、登録に必要な簿冊情報を変更した（ 第４の２ (2)） 。
２ 文書施行時の留意事項を追加した（ 第７の４、 ６ ） 。

３ システムの「 有効な通達・ 通知」 における発出所属名変更手続を追加した（ 第９

の２ ） 。

４ システムの「 有効な通達・ 通知」 における延長手続を追加及び一部変更した（ 第

９の３ (1)、 (2)） 。

本件担当： 文書管理係

警 電： 2144、 2145



別紙

広島県警察文書管理システム運用要領

第１ 総則

１ 趣旨

この要領は、広島県警察文書管理システム（ 以下「 システム」 と いう 。 ） の管理体

制、利用者の範囲、システムによる文書等の登録、受信、起案、決裁、浄書、照合、

施行、収受、供覧、検索、保管、廃棄等について、必要な事項を定めること を目的と

する。

２ 用語の定義

この要領において掲げる用語の定義は、広島県警察における文書等の取扱いに関す

る訓令（ 平成14年広島県警察本部訓令第４号。以下「 文書訓令」 と いう 。） 、広島県
警察本部処務規程（ 昭和30年広島県警察本部訓令第17号。以下「 本部処務規程」 と
いう 。 ） 、広島県警察署処務規程（ 昭和30年広島県警察本部訓令第18号。以下「 署
処務規程」 と いう 。 ） 、広島県警察における情報セキュ リ ティ に関する訓令（ 平成16
年広島県警察本部訓令第21号。以下「 セキュ リ ティ 訓令」 と いう 。） 及び広島県警察
における警察情報管理システムの運用等に関する訓令（ 平成24年広島県警察本部訓令
第22号） に定めるもののほか、次のと おり と する。

(1)  文書等データ
ワード、エクセル、 ＰＤＦ 等で作成された文書等の電磁的記録をいう 。

(2)  簿冊
文書訓令第２条第９号に定める文書フ ァ イルをいう 。

(3)  登録
文書情報をシステムの項目に登載し、又は文書等データをシステムに添付するこ

と をいう 。

(4)  受信文書
システムにより 受信した文書等データをいう 。

なお、受信文書は、送信元所属の保管する文書等データについて、受信所属がシ

ステムを通じて閲覧するものと する。

(5) システム保存

文書情報又は文書等データについて保存期間を設定してシステムに登録すること

をいう 。

(6)  本部主務課
広島県警察本部の課等における文書等の主務課をいう 。

第２ 管理体制

１ 運用主管課長

(1)  運用主管課長は、総務部総務課長と する。
(2)  運用主管課長は、次の事務を行う 。
ア システムの登録状況の総括に関すること 。

イ システムの障害対策に関すること 。



ウ システムの利用者に対する指導教養に関すること 。

エ その他システムの運用管理に関すること 。

２ システム担当者

(1)  システム担当者は、総務部総務課文書管理室員（ 逓送係を除く 。 ） と する。
(2)  システム担当者は、運用主管課長を補佐する。

第３ 利用者等の範囲

１ システムの利用者については、次のと おり と する。

(1)  課等を単位と して、全職員に利用権を付与する。
(2)  兼務により 複数課のシステムを利用する場合は、別に定める方法により 、 アクセ
ス権の申請を行う こと 。

２ 利用の範囲は、次のと おり と する。

(1)  文書等及び簿冊をシステムに登録すること
(2) 起案文書をシステムにより 作成し、決裁すること

(3)  検索及び閲覧をすること
(4) 登録された文書等（ 以下「 登録文書」 と いう 。 ） をシステムにより 施行、供覧及

び回覧すること

(5)  受信文書をシステムにより 供覧及び回覧すること
(6) 有効な通達・ 通知の掲載をすること （ 本部主務課以外の課を除く 。 ）

(7)  登録文書、システムにより 作成する起案文書（ 以下「 電子起案文書」 と いう 。） 、
電子起案文書を電子決裁したもの及び登録された簿冊（ 以下「 登録簿冊」 と いう 。）

に係る情報の修正、引継、延長及び廃棄について登録し、管理すること

第４ 登録

１ 登録文書

受信文書を除き、システムにおいて処理する文書等は、次のと おり 登録するこ と 。

(1) 対象

登録文書の対象は、各所属が保有する文書等と する。ただし、次のものは除く 。

ア システム以外の方法で収受したもの（ 文書管理者が登録の必要があると 判断し

たものを除く 。 ）

イ 紙媒体で決裁を受け、システム以外の方法で施行するもの（ 文書番号を採番す

るものを除く 。 ）

ウ 勤務評価及び健康管理区分等、他の職員が知ること を予定されていない情報を

含むもの

エ 文書訓令第62条及び第77条に規定する秘密に関するもの
オ 整理された文書等の特定が容易にできるよう 分かり やすい名称を付した簿冊が

あるため、検索、保存、廃棄等のシステムによる管理の必要がないと して文書管

理者が登録不要と したもの（ システムで施行したものを除く 。 ）

(2)  登録に必要な文書情報
ア 登録文書の担当者

イ 文書日付

ウ 発信者名



エ 受信者名

オ 件名

カ 文書種別

キ 有効期間（ 文書訓令に基づく 保存期間）

ク 送信先所属

ケ 有効な通達・ 通知一覧への掲載

コ その他必要事項

(3)  文書等データの登録
登録文書には、採番を目的と して文書情報を登録する場合等、文書等データのシ

ステム保存を要さないものを除き、文書等データを登録するものと する。

(4)  システム保存の期間
登録内容は、文書日付（ 部外から収受した文書等は、取得日） の翌年（ 年度） の

初日を起算日と して、保存期間を経過し、廃棄登録が行われるまでの間、システム

保存するものと する。

２ 登録簿冊

(1) 対象

登録簿冊の対象は、紙媒体の文書等を管理するため作成又は取得した簿冊と する。

ただし、保存期間が１年未満のものは除く 。

(2) 登録に必要な簿冊情報

簿冊情報については、次の情報を登録する。

ア 簿冊名

イ 管理種別

ウ 完結年月日

エ 保存期間

オ 担当係

カ 保管先の変更

※ 登録は、総務部総務課又は警察署警務課において行う 。
(3)  システム保存の期間

登録した簿冊情報は、簿冊の完結年月日の翌年（ 年度） の初日を起算日と して、

保存期間を経過し、廃棄登録が行われるまでの間、システム保存するものと する。

第５ 起案

１ 電子起案文書の対象

システムによる電子起案文書の対象は、前第４の１の(1)に該当する文書（ 以下「 シ
ステム登録可能文書」 と いう 。 ） であり 、 かつ、原則と して、システムによっ て施行

する文書の作成起案と する。 ただし、システム登録可能文書であれば、システムによ

る施行を行わない文書若しく は示達や教養資料等の所属内文書の作成起案又は施行文

書のない起案についても電子起案文書の対象と すること ができるものと する。

なお、電子起案を行う こと で決裁事務における事務量が増える等業務の効率化に反

するこ と と なるもののほか、事務の手続上、次の施行文書の作成に係る起案について

は、電子起案の対象と すること ができない。



(1)  公印の押印を要するもの
(2)  文書訓令第33条第１項に定める文書審査を受け、警察公報により 施行されるもの
２ 電子起案文書の作成

(1) 起案情報の登録

起案者は、電子起案文書を作成すると きには、次の起案情報を登録する。

ア 起案者に係る情報

イ システムによる送信の有無

ウ 起案日付

エ 文書番号の有無

オ 件名

カ 文書種別

キ 発信者名

ク 受信者名

ケ 有効期間

コ 要旨

サ 案文のデータ

シ 合議の有無

ス 決裁権者及び決裁の過程において承認を行う 者（ 以下「 決裁権者等」 と いう 。）

の情報

(2)  伺いの入力及び案の添付
起案者は、要旨欄に、起案の要旨、理由等に関する伺い事項を簡潔に入力し、

案の文書等データを添付文書データ欄に登録すること と する。

起案文書に係る参考資料がある場合は、案の文書等データの登録後に、添付文書

データ欄に登録すること ができる。

(3) 作成上の留意事項
ア 事務関係者への事前調整

システムによる電子決裁を行う 場合において、説明や協議が必要なものについ

ては、事前に説明等を行っ た上でシステムにより 電子起案を行う こと 。

イ 各事務所管課への確認

各業務において、システムでの決裁を行う か否かについて疑義が生じ

た場合は、各事務所管課に確認するこ と 。

なお、各事務所管課は、所管事務の処理手続に関し、電子起案の可否について

整理をしておく こ と 。

ウ 施行文書数の制限

電子起案文書により 起案する場合は、施行文書のないものを除き、一の電子起

案文書により 複数の施行文書を伴う 内容の伺いを起案してはならないものと す

る。

３ 合議の登録

電子起案文書のう ち合議を行う ものについては、 その承認者についての情報を登録

するものと する。

なお、合議の順については、文書訓令第32条の規定に基づき行う こ と 。



第６ 電子決裁

１ 決裁等

(1) 決裁権者等は、電子起案文書が到達した場合は、電子決裁の手続を順次行う もの

と する。 ただし、システムが使用できない等、システムによる決裁又は承認（ 以下

「 決裁等」と いう 。）が困難な場合は、別記様式第１号「 起案用紙（ システム出力） 」

（ 以下「 システム起案出力用紙」 と いう 。 ） により 電子決裁から紙媒体による決裁

に切り替えること ができる。

この場合、当該システム起案出力用紙の決裁欄を使用し、未承認の承認者から処

理を行う ものと する。

(2) 電子起案文書が到達した者は、遅滞なく 処理を完了させなければならない。

(3) 決裁権者等は、電子起案文書について決裁等を行う 際には、 その内容及び添付資

料が適切なものと なっ ているかに加え、 その表現が正確かつ明瞭であるかを確認し

なければならない。

(4) 決裁権者等は、前(3)による確認の結果、問題がないと 認めると きは、別に定める
利用者認証ソフトウェ アの運用要領に規定された認証ソフトウェ アによる本人認証

を行っ た上で、決裁等の処理を行う ものと する。

(5)   電子起案文書の決裁年月日については、電子決裁の処理が完了した日付を自動的
にシステムに記録するものと する。

(6) 決裁権者等は、緊急に決裁を完了させる必要があると認めた場合は、到達してい

ない電子起案文書について、自ら決裁等を行う ために引き上げること ができる。

なお、 この場合において、当該引き上げに伴う 未承認者については、当該電子起

案文書を決裁後確認文書と して確認すること と なる。

(7) 決裁権者は、本部処務規程第８条及び署処務規程第４条に基づく 代理決裁を行わ

せた場合、決裁済文書を決裁後確認文書と して確認すること と なる。

(8) 不測の事態等により 決裁権者による前(7)に規定する代理決裁を行う こ と ができ
ない場合は、代理決裁を行う 者の依頼によっ て、システム担当者がシステムにより

代理決裁者の指定を行う ものと する。

２ 修正

(1) 決裁権者等は、電子起案文書の内容を修正させる必要があると 認めた場合は、い

ずれかの方法により 修正するものと する。

ア 起案者に修正の指示を行い、電子起案文書を差し戻す。

イ 起案者へ修正の指示を口頭で行う 、又は承認者コメント欄へ修正の指示を記載

する。

ウ 修正した箇所が分かるよう に朱書きの見え消しで修正した文書等データを登録

し、承認者コメント欄へその旨を記載する。

(2) 起案者は、決裁途中の電子起案文書に修正すべき事項が生じた場合には、事前に

決裁権者等に報告した上で、電子起案文書を引き戻すこと ができる。

(3) 差戻し又は引戻しをした電子起案文書は、廃案と する場合を除き、起案者におい

て修正を行い、再度、電子決裁を開始するものと する。

３ 削除



起案者は、廃案等の理由により 電子起案文書が不要と なっ た場合は、速やかに当該

電子起案文書を削除しなければならない。

４ 浄書及び照合

(1) 決裁権者が決裁した電子起案文書（ 以下「 電子決裁文書」 と いう 。 ） の浄書は、

起案者又は起案者が属する所属（ 以下「 起案所属」 と いう 。 ） の職員が文書日付、

決裁の過程における修正等を入力して、システムにより 行う ものと する。

(2) 浄書の完了した電子決裁文書（ 以下「 浄書済文書」 と いう 。 ） の照合は、起案所

属の職員のう ち、当該浄書を行っ た者以外の者がシステムにより 行う ものと する。

なお、照合の完了した電子決裁文書（ 以下「 照合済文書」 と いう 。 ） は、以後の

修正登録を行う こと ができない。

よっ て、照合を行う 者は、誤字・ 脱字の有無、数字の検算及び日付の確認を行う

と と もに、システムによる施行（ 以下「 システム施行」 と いう 。 ） を行う のに必要

な情報の登録もれがないかについても、合わせて確認すること 。

(3) 前(2)の照合の完了により 、 システム施行する文書（ 以下「 電子施行文書」 と い
う 。 ） は未送信の電子施行文書と してシステムに自動登録され、送信文書一覧に表

示するものと する。

第７ 施行

１ 通達及び部内者に対する往復文書は、次の場合を除き、システム施行しなければな

らない。

(1)  所属別配置基準表に関する通達等、特殊な施行方法によるもの
(2)  当該文書の内容に関し、その取扱いに注意を要するもの
(3)  各種照会等に対し、特定の施行方法での回答や報告を求められているもの
(4)  前各号に掲げるもののほか、文書管理者がシステムにより 難いと 認めたもの
２ 施行を要する電子起案文書は、施行しよう と する文書ごと に文書情報を登録するも

のと する。

３ 電子施行文書を警察署宛に送信する場合は、原則と して課を選択しなければならな

い。

同一警察署の複数の課を送信先の宛先と して選択できるのは、関係する課と して真

に周知する必要のある文書等に限り行う ものと する。

この場合、備考欄に「 （ この文書の）供覧手続は、 課（ 係）で行っ てく ださい。○ ○ 」

旨の記載をして、供覧手続を行う べき課又は係を明記しなければならない。

４ 電子施行文書の文書等データを登録する際は、受信する所属において効率的に確認

ができるよう 、複数の添付文書等データを統括したＰＤＦ データを作成するなど、添

付方法の工夫に努めなければならない。

また、 「 ◯ ◯ ◯ ◯だより 」 「 通信」 等の定例的な教養資料を施行する際は、システ

ム上の「 件名」 欄に副題を添えるなど内容が分かるよう に記載するものと する。

５ システム施行を行う 所属は、誤送信防止のため、送信先及び添付する文書等データ

について、送信前に必ず複数人で確認しなければならない。

６ 執務時間終了間際の文書施行は、受信所属の担当者に同時間帯における新たな業務

負担を生じさせること と なるため、急ぎの照会等急を要する往復文書以外の文書施行



については、 16時以降の執務時間及び執務時間外に行っ てはならない。
７ 「 送信文書登録」 における件名欄には、電子施行文書の件名のみを登録し、文書種

別の括弧書きは記載しない。

８ 電子決裁文書について、システム施行を行っ たものは、送信入力を行っ た日時を自

動的に施行年月日と し、紙媒体の文書で施行するなどシステム以外の方法で施行した

ものは、文書日付を施行年月日と してシステムに入力するものと する。

９ 電子施行文書の文書情報を誤っ て登録した場合は、直ちにシステム担当者に連絡し

て、必要な指示を受けなければならない。

10 システム施行を行っ た者は、 「 送信未達一覧」 に送信済みの文書等が送信した日の

翌開庁日以後においても表示されている場合、未受信の所属に対して、受信登録をす

るよう 促さなければならない。

11 システム施行に係る履歴は、廃棄登録するまでの間、システム保存するものと する。

第８ 受信又は収受した文書等に係る登録、供覧等の手続

１ システムにより 受信した電子施行文書の登録手続

文書取扱担当者は、電子施行文書をシステムにより受信した場合は、受信情報を入

力して受信登録を行わなければならない。

２ システムによる文書等の保管手続

電子施行文書以外の文書等で、文書管理者が登録の必要があると 判断した場合は、

保存期間等の必要な事項を入力して収受登録を行い、当該収受登録された文書等デー

タをシステム内で保管すること ができる。

３ システムによる供覧手続

(1) 前１の登録を行っ た文書等データ及び前２の登録を行っ たもののう ち供覧手続

を行っ ていない文書等データは、システムによる供覧手続（ 以下「 電子供覧」

と いう 。 ） を行わなければならない。

なお、電子供覧に際しては、供覧する文書等に関係のある他の課（ 警察署に限る。）

又は係の者を当該電子供覧の承認者に設定すること ができる。

(2) 文書管理者は、電子供覧を行っ た文書等について、 その処理方針の指示等の内容

をシステムにより 行う こと ができるものと する。

４ システムによる回覧手続

電子供覧を行っ た文書等で他の課（ 警察署に限る。 ） 又は係に周知する必要のある

ものについては、システムの回覧機能を利用すること ができる。

５ 登録情報の保存期間

供覧及び回覧の手続に係る登録情報の保存期間は、次のと おり と する。

(1) 供覧手続に係る登録情報

ア 受信登録を行っ たもの

当該文書に設定された有効期間が満了するまでの間（ 以下「 閲覧期間」と いう 。）

イ 収受登録を行っ たもの

当該文書を廃棄登録するまでの間

(2) 回覧手続に係る登録情報

文書日付の日から 90日間



第９ システムの「 有効な通達・ 通知」 への登録、変更、延長及び廃止

１ 「 有効な通達・ 通知」 への登録

(1)  「 有効な通達・ 通知」 は、本部主務課が登録するものと する。
(2)  登録の対象と なる通達・ 通知は、次の要件をすべて満たすものでなければならな
い。

ア 広島県警察法規類集に掲載しないもの

イ 保存期間が１年以上のもの

ウ 全警察職員が閲覧できるもの

２ 「 有効な通達・ 通知」 における発出所属名変更手続

(1) 本部主務課は、組織改編に伴い発出所属名の変更のみを行う 場合、変更後の通達

をシステム担当者に送信するものと する。

(2)   本部主務課は、前(1)の手続に併せて、関係所属に対してその旨を通知し利用者に
周知しなければならない。

(3) システム担当者は、前(1)で送信された文書等を「 有効な通達・ 通知」 に掲載して
いる文書等と差し替えて変更登録を行う ものと する。

３ 「 有効な通達・ 通知」 における延長手続

(1)  本部主務課は、 「 有効な通達・ 通知」 に掲載している文書等を延長する場合は、
当該文書等に文書訓令で定める有効期間延長決定書を添付して利用者に明示しなけ

ればならない。ただし、複数の文書等を同時に延長する場合においては、当該延長

する文書等の一覧表を作成し、有効期間延長決定書に添付して利用者に明示するこ

と 。なお、一覧表の項目は有効期間延長決定書と同等の項目と すること 。

(2)  本部主務課は、前(1)の手続に併せて、システム担当者に当該有効期間延長決定書
を広島県警察ＷＡＮシステムの電子メールにより 送付するものと する。

(3)  システム担当者は、「 有効な通達・ 通知」 に掲載している文書等に前(2)の有効期
間延長決定書を添付して、有効期間を延長するものと する。

(4)  前(3)により 、延長された文書は「 受信・ 収受文書一覧」に反映されること と なる。
４ 「 有効な通達・ 通知」 の廃止

「 有効な通達・ 通知」 に掲載している文書等を閲覧期間内に廃止した場合は、本部

主務課において、当該文書等の文書情報の「 有効な通達・ 通知一覧への掲載」 を「 し

ない」 に登録しなければならない。

第10 検索及び閲覧

１ システムにおいては、次のものについて、検索及び閲覧をすること ができる。

(1) 受信文書、収受登録を行っ た文書等データ （ 以下「 収受登録文書」 と いう 。 ）

(2)  電子施行文書
(3) 電子決裁文書、浄書済文書及び照合済文書（ 以下「 電子決裁文書等」 と いう 。 ）

(4)  有効な通達・ 通知
(5) 簿冊

(6) 廃棄一覧

２ 検索及び閲覧の期間は、次のと おり と する。



(1) 受信文書

閲覧期間が満了するまでの間

(2)  収受登録文書
廃棄登録するまでの間

(3) 送信所属における電子施行文書

廃棄登録するまでの間

(4) 電子決裁文書等

廃棄登録するまでの間

(5) 有効な通達・ 通知

送信所属が掲載している間

(6) 登録簿冊

廃棄登録するまでの間

(7) 廃棄一覧

ア 廃棄登録が必要なもの

保存期間満了日の経過後、廃棄登録されるまでの間

イ 廃棄登録されたもの

廃棄登録を行っ た日の属する年（ 年度） の翌年（ 年度） の初日から起算して５

年間

第11 修正、引継、延長及び廃棄

１ 登録文書（ 電子決裁文書等を除く 。 ）

(1)  修正
登録文書の文書情報に修正の必要が生じた場合は、登録した所属において、速や

かに修正しなければならない。

なお、文書訓令第56条の規定により 、保存期間を延長する場合等、電子施行文書
を修正する場合は、システム担当者が確認の上、当該登録文書の有効期間を修正す

ること 。

(2)  引継
登録文書を管理する課を変更する場合は、システムによる引継登録を行わなけれ

ばならない。

(3) 延長

収受登録文書の保存期間を延長する場合は、登録した所属において当該文書の保

存期間の延長を行わなければならない。

(4)  廃棄
収受登録文書の保存期間が満了した場合は、登録した所属において、文書訓令第

61条に定める手続をした上で、廃棄登録を行わなければならない。
２ 電子決裁文書等

(1)  修正
ア 電子施行文書

電子施行文書に誤り があること が発覚した場合は、誤字の訂正等の軽微なもの

に限り 、文書管理者又は文書取扱責任者により 、確定状態を解除する処理を行う

ものと する。



なお、この場合において、文書管理者及び文書取扱責任者が不在であり 、かつ、

緊急に誤り を修正する必要がある場合は、システム担当者に連絡して、必要な指

示を受けなければならない。

イ 電子決裁文書

電子決裁文書に、誤字、脱字等の入力誤り 、決裁中の修正指示の修正漏れ、

登録対象外文書の削除又は添付漏れ文書の追加等の必要があること が発覚した

場合は、別記様式第２号「 システム登録情報変更依頼書」 により 、 システム担当

者にその修正等の依頼を行う 。

また、システム担当者は、送付を受けた当該システム登録情報変更依頼書の内

容を確認し、必要な変更を行う ものと する。

(2)  引継
電子決裁文書等を管理する課を変更する場合は、システムによる引継登録を行

わなければならない。

(3) 延長

照合済文書及び電子決裁を経てシステム施行した文書の保存期間を延長する場合

は、「 有効な通達・ 通知」 へ登録されている文書等に係る電子決裁文書については、

第９の３に定める方法により 、 それ以外の電子決裁文書については、別記様式第３

号「 電子決裁文書保存期間延長依頼書」 をシステム担当者に送信又は送付するもの

と する。システム担当者は、照合済文書に当該電子決裁文書保存期間延長依頼書を

添付して、有効期間を延長するものと する。

(4)  廃棄
電子決裁文書等の保存期間が満了した場合は、登録した所属において、文書訓令

第61条に定める手続をした上で、廃棄登録を行わなければならない。
３ 登録簿冊

(1)  修正
登録簿冊の名称変更又は分冊等を行う など簿冊情報を変更する場合は、システム

の簿冊情報を修正しなければならない。

(2)  引継
登録簿冊を管理する課を変更する場合は、システムによる引継登録を行わなけれ

ばならない。

(3) 延長

登録簿冊の保存期限を延長する場合は、当該登録簿冊の登録を行っ た所属におい

て、保存期間の変更の登録をするものと する。

(4)  廃棄
登録簿冊を廃棄した場合は、廃棄後に必ず廃棄実施日を登録しなければならない。

第12 安全の確保

１ 情報セキュ リ ティ

システムの情報セキュ リ ティ に関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的

対策その他の事項については、セキュ リ ティ 訓令及び同訓令に基づき定められた規定

の定めると ころによる。



２ 管理対象情報の分類

システムに係る管理対象情報の分類については、次のと おり と する。

第13 その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものと する。

機密性 完全性 可用性

２ （ 中） ２ （ 高） ２ （ 高）



様式第１号
起　案　用　紙

（ システム出力・ 表）

起案者

件　名
（ 文字）150

添付文書

伺い事項（ 文字）1, 000

保存期間 （ まで）

備考欄（ 文字）400

起案

決裁

施行

所属

職・ 階級 氏名 電話

施行の方法 浄書 照合



起　案　用　紙
（ システム出力・ 裏）

状態 処理日時 所属 階級 氏名

決裁欄



氏名 コメント



氏名 コメント



様式第２ 号

年 月 日

総 務 部 総 務 課 長 様

（ 決裁権者）

システム登録情報変更依頼書

文 書 日 付 年 月 日

件 名

保 存 期 間 年

保 存 期 間 満 了 日 年 月 日

変更内容

変更理由

・ 登録対象外文書の削除

・ 誤字・ 脱字等の入力誤り

・ 決裁中の修正指示の修正漏れ

・ 添付漏れ文書の追加

・ そ の他（ ）

備 考

※ 該当する変更内容に をつけ○ 、 そ の他の場合は内容を記載し て く ださ い。



様式第３ 号

年 月 日

総 務 部 総 務 課 長 様

所属長

電子決裁文書保存期間延長依頼書

起 案 年 月 日 年 月 日

件 名

保 存 期 間 年 ・ （ 既に延長さ れた保存期間） 年

保 存 期 間 満 了 日 年 月 日

保存期間延長理由

延長する保存期間 年

延 長 後 の

保存期間満了日
年 月 日

備 考


